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一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
二
の
規
定
が
施
行
さ
れ
た
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十

一
日
か
ら
現
在
ま
で
の
間
に
、
お
尋
ね
の
「
必
要
と
認
め
ら
れ
る
懲
戒
処
分
等
の
措
置
」
が
講
じ
ら
れ
た
事
例
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
か

ら
第
百
六
条
の
四
ま
で
に
規
定
す
る
再
就
職
等
規
制
に
違
反
す
る
行
為
の
監
視
等
を
行
う
た
め
、
職
員
又
は
特
定
独
立
行
政

法
人
の
役
員
と
し
て
の
前
歴
を
有
し
な
い
者
の
う
ち
か
ら
国
会
の
同
意
を
得
て
任
命
さ
れ
る
委
員
長
及
び
委
員
で
構
成
さ
れ
、

中
立
公
正
の
立
場
で
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
第
三
者
機
関
で
あ
る
再
就
職
等
監
視
・
適
正
化
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
再
就
職
等
規
制
に
違
反
す
る
行
為
に
対
し
て
は
、
同
委
員
会
が
同
法
の
定
め
る
手
続
に
従
い
厳
正
に
対
処
す

る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
管
理
職
職
員
で
あ
っ
た
者
の
離
職
後
二
年
間
の
再
就
職
先
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
百
六
条
の
二
十
五
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
総
理
大
臣
の
内
閣
へ
の
報
告
事
項
と
し
て
、
総
務
省
が
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

現
在
の
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
一
般
的
に
離
職
者
に
対
し
て
再
就
職
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
業
務
と
す
る
組
織
で

あ
る
が
、
民
間
人
材
登
用
・
再
就
職
適
正
化
セ
ン
タ
ー
は
、
職
員
に
対
す
る
再
就
職
の
援
助
は
組
織
の
改
廃
等
に
伴
い
必
要

な
場
合
を
除
き
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
セ
ン
タ
ー
に
監
視
機
能
を
付
与
し
、
そ
の
下
に
再
就
職
等
規
制
の

監
視
等
を
担
う
中
立
公
正
な
第
三
者
機
関
で
あ
る
再
就
職
等
監
視
・
適
正
化
委
員
会
を
設
け
、
同
委
員
会
に
再
就
職
等
規
制

の
遵
守
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
の
権
限
を
付
与
す
る
等
、
再
就
職
等
規
制
の
監
視
機
能
の
強
化
等
を
図
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
間
人
材
登
用
・
再
就
職
適
正
化
セ
ン
タ
ー
は
、
再
就
職
支
援
の
対
象
が
限
定
さ
れ
、
監
視
機
能
を
付

与
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
現
在
の
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
は
、
一
般
的
に
離
職
者
に
対
し
て
再
就
職
の
援
助
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
た
点
に
お
い
て
問
題

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
民
間
人
材
登
用
・
再
就
職
適
正
化
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
原
則
再
就
職
の
援
助
は
行
わ
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
で
、
問
題
の
解
消
は
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


